
北
畠
親
房
の
政
治
思
想

　
　
　
　
　
　
革
命
論
と
名
分
論
の
受
容
と
展
開

下

川
玲
　
子
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本
論
文
は
、
北
畠
親
房
が
中
国
の
革
命
論
ー
こ
と
に
『
孟
子
』
の
思
想

ー
と
、
名
分
論
ー
こ
と
に
司
馬
光
の
思
想
ー
を
い
か
に
受
容
し
て
、
彼
の

政
治
思
想
を
形
成
し
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
古
く
か
ら
、
親
房
は
中
国
の
革
命
論
を
そ
の
思
想
に
取
り
容
れ
て
い
る

と
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
津
田
左
右
吉
は
、
　
「
愚
管
抄
及
び
神
皇

正
統
記
に
於
け
る
シ
ナ
の
史
学
思
想
」
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。　

　
ま
た
徳
な
き
君
は
位
を
失
ひ
賢
者
が
位
を
得
る
と
い
ふ
思
想
を
親
房

　
　
が
是
認
し
て
ゐ
る
こ
と
は
、
薬
舜
の
禅
譲
や
桀
紺
の
滅
亡
を
（
シ
ナ

　
　
の
こ
と
と
し
て
で
は
あ
る
が
）
正
当
視
し
て
ゐ
る
の
で
も
わ
か
る

　
　
一
武
烈
天
皇
の
条
一
。
光
孝
天
皇
に
つ
い
て
天
命
と
い
ひ
人
望
と
い

　
　
ふ
語
を
用
ゐ
て
ゐ
る
の
も
、
そ
れ
と
思
想
上
の
つ
な
が
り
が
あ
ら

　
　
う
。
　
一
天
命
と
い
ふ
語
は
後
白
河
院
後
嵯
峨
院
な
ど
の
条
に
も
あ
つ

　
　
て
、
そ
れ
は
軽
い
意
義
に
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
光
孝
天
皇
の
場
合

　
　
に
「
天
命
を
う
け
」
と
し
て
あ
る
こ
と
は
、
文
字
の
上
だ
け
の
こ
と

　
　
に
せ
よ
、
シ
ナ
的
政
治
的
思
想
が
連
想
せ
ら
れ
て
は
ゐ
る
ら
し

　
　
い
。
）
し
か
し
、
親
房
は
此
の
思
想
を
「
神
国
」
で
あ
る
我
国
の
特

　
　
殊
の
性
質
、
特
殊
の
形
態
と
調
和
さ
せ
る
や
う
に
考
へ
や
う
と
し
た
ω
。

津
田
は
、
中
国
の
革
命
論
を
「
徳
な
き
君
が
位
を
失
ひ
賢
者
が
位
を
得

る
」
と
い
う
思
想
と
規
定
し
、
そ
の
よ
う
な
思
想
は
、
父
子
一
系
の
皇
位

継
承
を
「
正
統
」
と
す
る
『
神
皇
正
統
記
』
に
お
け
る
親
房
の
態
度
と
矛

盾
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
結
局
、
親
房
は
、
不
徳
の
天
皇
を
追
放
し
賢

者
が
皇
位
を
継
ぐ
場
合
に
も
、
あ
く
ま
で
も
そ
れ
は
「
一
種
姓
」
　
一
す
な

わ
ち
皇
族
の
出
身
者
）
と
い
う
限
定
の
中
で
行
わ
れ
る
も
の
と
考
え
、
中

国
の
革
命
論
を
変
化
さ
せ
た
と
解
釈
し
て
い
る
。

　
果
た
し
て
津
田
の
よ
う
な
解
釈
が
正
し
い
の
だ
ろ
う
か
。
第
三
節
で
検

討
す
る
よ
う
に
、
　
門
孟
子
』
の
革
命
論
に
お
い
て
、
世
襲
が
基
本
的
に
容

認
さ
れ
、
前
の
王
と
血
が
繋
が
ら
な
い
他
人
よ
り
も
、
王
の
子
供
の
方
が

王
位
を
継
承
す
る
こ
と
が
易
し
い
よ
う
に
条
件
設
定
さ
れ
て
い
る
。
親
房

が
、
天
皇
家
が
皇
位
を
世
襲
す
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
も
、
不
徳
の
天
皇

の
追
放
を
容
認
す
る
こ
と
は
、
い
わ
ば
『
孟
子
』
の
革
命
論
を
論
理
的
に



純
粋
な
形
で
継
承
し
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、
中
国
の
革
命

論
が
親
房
に
ど
の
よ
う
に
取
り
容
れ
ら
れ
た
の
か
、
精
密
な
分
析
が
あ
ま

り
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
ま
た
、
親
房
と
司
馬
光
一
あ
る
い
は
『
左
伝
』
一
の
名
分
論
と
の
関
係

が
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
武
内
義
雄
は
、
　
『
中
国
思
想
史
』
で

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
し
か
ら
ば
通
鑑
の
大
義
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
今
一
々
二

　
　
百
九
十
四
巻
の
全
体
に
わ
た
っ
て
論
究
す
る
こ
と
は
で
き
ぬ
が
、
そ

　
　
の
開
巻
第
一
に
有
名
な
名
分
論
が
あ
っ
て
、
そ
の
中
に
「
天
子
の
職

　
　
は
礼
よ
り
大
な
る
は
な
く
、
礼
は
分
よ
り
大
な
る
は
な
く
、
分
は
名

　
　
よ
り
大
な
る
は
な
し
。
」
と
喝
破
し
て
名
分
の
重
要
な
る
こ
と
が
力

　
　
説
せ
ら
れ
て
い
る
。
名
分
と
は
畢
寛
君
臣
の
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ

　
　
と
で
こ
れ
が
即
ち
全
書
の
大
義
で
あ
る
。
そ
こ
で
通
鑑
は
春
秋
の
義

　
　
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
空
談
を
さ
け
て
後
世
の
歴
史
に
よ
っ
て

　
　
大
義
名
分
を
教
え
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
書
が
我
国

　
　
に
伝
わ
っ
た
当
時
北
畠
親
房
が
こ
れ
を
学
ん
で
遂
に
神
皇
正
統
記
を

　
　
作
っ
た
と
い
う
の
も
偶
然
の
事
で
は
な
い
ρ
。

　
特
に
戦
前
の
親
房
に
関
す
る
研
究
の
多
く
は
、
司
馬
光
の
名
分
論
を
上

下
の
分
を
逸
脱
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
身
分
制
を
擁
護
す
る
思
想
と
捉

え
、
親
房
は
名
分
論
を
援
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
天
皇
を
上
に
戴
き

人
々
は
臣
民
と
し
て
絶
対
的
に
服
従
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
た

と
解
釈
し
た
。
し
か
し
、
第
四
節
で
検
討
す
る
よ
う
に
、
司
馬
光
の
名
分

論
は
、
君
主
は
君
主
、
臣
下
は
臣
下
で
そ
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
を
厳
し

く
要
求
し
、
そ
れ
を
果
た
せ
な
い
場
合
に
は
、
天
の
制
裁
に
よ
っ
て
そ
の

身
を
滅
ぼ
す
と
い
う
思
想
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
革
命
論
と
名
分
論
の
構
造
を
詳
細
に
検
討
し
、
親
房
が

そ
れ
ら
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
ど
の
部
分
を
彼
の
思
想
に
取
り
容
れ
自
ら

の
論
理
を
発
展
さ
せ
て
い
っ
た
の
か
を
示
す
必
要
が
あ
る
。

一
こ
　
　
「
徳
」
を
基
準
と
し
た
皇
位
継
承
論

　
親
房
は
、
　
『
神
皇
正
統
記
』
の
後
醍
醐
天
皇
の
条
で
、
適
格
な
人
材
を

そ
の
官
職
に
任
じ
る
こ
と
が
、
天
皇
に
よ
る
治
政
の
根
幹
で
あ
る
と
主
張

す
る
。

　
　
一
ニ
ハ
其
人
ヲ
エ
ラ
ビ
テ
官
二
任
ズ
。
官
二
其
人
ア
ル
時
ハ
君
ハ
垂

　
　
換
シ
テ
マ
シ
マ
ス
。
サ
レ
バ
本
朝
ニ
モ
異
朝
ニ
モ
コ
レ
ヲ
治
世
ノ
本

　
　
ト
ス
。
ニ
ニ
ハ
国
郡
ヲ
ワ
タ
ク
シ
ニ
セ
ズ
、
ワ
カ
ツ
所
カ
ナ
ラ
ズ
其

　
　
理
ノ
マ
・
ニ
ス
。
三
ニ
ハ
功
ア
ル
ヲ
バ
必
ズ
賞
シ
、
罪
ア
ル
ヲ
バ
必

　
　
ズ
罰
ス
。
コ
レ
善
ヲ
ス
・
メ
、
悪
ヲ
コ
ラ
ス
道
ナ
リ
⑫
。

　
そ
の
主
張
に
基
づ
い
て
、
常
陸
で
の
戦
乱
の
中
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

『
神
皇
正
統
記
』
に
引
き
続
き
『
職
原
抄
』
を
著
し
、
任
官
は
い
か
に
あ

る
べ
き
か
を
具
体
的
に
示
し
た
。

　
親
房
は
、
彼
が
理
想
の
政
治
が
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
る
上
古
に
お
い

て
、
任
官
が
ど
の
よ
う
な
基
準
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
て
い
た
か
を
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
昔
人
ヲ
ェ
ラ
ビ
モ
チ
ヰ
ラ
レ
シ
日
ハ
先
徳
行
ヲ
ツ
ク
ス
。
徳
行
オ
ナ

　
　
ジ
ケ
レ
バ
、
才
用
ア
ル
ヲ
モ
チ
ヰ
ル
。
才
用
ヒ
ト
シ
ケ
レ
バ
労
効
ア

　
　
ル
ヲ
ト
ル
。
又
徳
義
・
清
慎
・
公
平
・
格
勤
ノ
四
善
ヲ
ト
ル
ト
モ
ミ
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エ
タ
リ
。
格
條
ニ
ハ
「
朝
二
廟
養
タ
レ
ド
モ
タ
ニ
公
卿
ニ
イ
タ

　
　
ル
。
」
卜
云
コ
ト
ノ
侍
ル
モ
、
徳
行
才
用
ニ
ヨ
リ
テ
不
次
ニ
モ
チ
ヰ

　
　
ラ
ル
ベ
キ
心
ナ
リ
μ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
神
皇
正
統
記
』
後
醍
醐
天
皇
の
条
一

　
す
な
わ
ち
、
　
「
徳
行
」
や
「
才
用
」
と
い
う
道
徳
的
・
政
治
的
な
能
力

に
よ
っ
て
官
職
へ
の
登
用
を
決
め
る
の
が
、
上
古
の
任
官
の
方
法
で
あ
っ

た
。
こ
の
よ
う
に
、
親
房
は
、
日
本
で
古
い
時
代
に
は
能
力
主
義
に
基
、
づ

く
登
用
が
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
て
い
た
6
。

　
親
房
が
上
古
に
な
ら
っ
て
「
徳
」
や
「
才
」
に
基
づ
い
て
任
官
す
べ
き

で
あ
る
考
え
て
い
た
こ
と
は
、
　
『
職
原
抄
』
の
次
の
記
述
か
ら
も
明
ら
か

で
あ
る
。
例
え
ば
、
彼
は
、
　
『
職
原
抄
』
の
「
中
納
言
の
条
」
で
、
　
「
納

言
以
上
殊
可
レ
撰
二
其
人
一
之
官
也
」
と
述
べ
、
紬
言
以
上
の
顕
官
の
任

官
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
何
よ
り
官
吏
と
し
て
能
力
を
問
題
と
す
べ
き
で
あ

る
と
主
張
し
、
　
『
職
原
抄
』
の
「
参
議
の
条
」
で
、
　
「
諸
臣
之
中
四
位
以

上
有
二
其
才
一
之
人
奉
レ
勅
参
二
議
官
中
政
一
之
意
也
」
と
い
う
よ
う
に

人
事
に
あ
た
っ
て
「
才
」
の
有
無
を
重
視
す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
る
。

　
「
徳
」
や
「
才
」
と
い
う
道
徳
的
政
治
的
な
能
力
が
必
要
と
さ
れ
る
の

は
、
臣
下
の
任
官
に
際
し
て
だ
け
で
は
な
い
。
親
房
は
、
　
『
神
皇
正
統

記
』
で
、
皇
位
継
承
の
際
に
、
君
主
た
る
に
相
応
し
い
人
物
と
し
て

「
賢
」
者
が
選
ば
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

　
　
震
旦
又
コ
ト
サ
ラ
ミ
ダ
リ
ガ
ハ
シ
キ
国
ナ
リ
。
昔
世
ス
ナ
ホ
ニ
道
タ

　
　
ダ
シ
カ
リ
シ
時
モ
、
賢
ヲ
ェ
ラ
ビ
テ
サ
ヅ
ク
ル
ア
ト
ア
リ
シ
ニ
ョ

　
　
リ
、
一
種
ヲ
サ
ダ
ム
ル
事
ナ
シ
。
　
　
　
　
　
　
　
（
序
論
）

　
　
但
、
皇
胤
タ
エ
ヌ
ベ
カ
リ
シ
時
、
群
臣
撰
求
奉
キ
。
賢
名
ニ
ヨ
リ
テ

　
　
天
位
ヲ
伝
給
ヘ
リ
。
天
照
太
神
ノ
御
本
意
ニ
コ
ソ
ト
ミ
エ
タ
リ
。
皇

　
　
統
ノ
其
人
マ
シ
マ
サ
ン
時
ハ
、
賢
諸
王
ヲ
ハ
ス
ト
モ
、
争
カ
望
ヲ
ナ

　
　
シ
給
ベ
キ
。
皇
胤
タ
エ
給
ハ
ン
ニ
ト
リ
テ
ハ
、
賢
ニ
テ
天
日
嗣
ニ
ソ

　
　
ナ
ハ
リ
給
ハ
ン
コ
ト
、
即
又
天
ノ
ユ
ル
ス
所
也
。
此
天
皇
ヲ
バ
我
国

　
　
中
興
ノ
祖
宗
ト
仰
ギ
奉
ル
ベ
キ
ニ
ヤ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
継
体
天
皇
の
条
）

　
　
今
ノ
光
孝
又
昭
宣
公
ノ
エ
ラ
ビ
ニ
テ
立
給
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
仁
明
ノ
太

　
　
子
文
徳
ノ
御
ナ
ガ
レ
ナ
リ
シ
カ
ド
、
陽
成
悪
王
ニ
テ
シ
リ
ゾ
ケ
ラ
レ

　
　
給
シ
ニ
、
仁
明
第
ニ
ノ
御
子
ニ
テ
、
シ
カ
モ
賢
才
諸
親
王
ニ
ス
グ
レ

　
　
マ
シ
マ
シ
ケ
レ
バ
、
ウ
タ
ガ
ヒ
ナ
キ
天
命
ト
コ
ソ
ミ
ェ
侍
シ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
光
孝
天
皇
の
条
一

親
房
は
、
　
「
孝
」
で
あ
る
こ
と
も
天
皇
に
必
要
な
条
件
と
し
て
い
る
。

　
　
泰
時
ハ
カ
ラ
ヒ
申
テ
コ
ノ
君
ヲ
ス
ヘ
奉
リ
ヌ
。
誠
二
天
命
也
。
正
理

　
　
也
。
土
御
門
御
兄
ニ
テ
御
心
バ
ヘ
モ
タ
ダ
シ
ク
、
孝
行
モ
フ
カ
ク
キ

　
　
コ
エ
サ
セ
給
シ
カ
バ
、
天
照
大
神
ノ
冥
慮
二
代
テ
ハ
カ
ラ
ヒ
申
ケ
ル

　
　
モ
コ
ト
ハ
リ
也
。
　
　
　
　
　
一
『
神
皇
正
統
記
』
後
嵯
峨
院
の
条
）

さ
ら
に
、
親
房
は
、
醍
醐
と
村
上
の
両
天
皇
を
、
中
国
の
「
薬
舜
」
に
例

え
、
そ
の
「
徳
」
を
讃
え
る
。

　
　
昔
モ
ロ
コ
シ
ニ
モ
「
天
下
ノ
明
徳
ハ
虞
舜
ヨ
リ
始
ル
。
」
ト
ミ
エ
タ

　
　
リ
。
唐
桑
ノ
モ
チ
ヰ
給
シ
ニ
ヨ
リ
テ
、
舜
ノ
徳
モ
ア
ラ
ハ
レ
、
天
下

　
　
ノ
道
モ
ア
キ
ラ
カ
ニ
ナ
ニ
ケ
ル
ト
ゾ
。
二
代
ノ
明
徳
ヲ
モ
テ
此
御
コ

　
　
ト
ヲ
シ
ハ
カ
リ
奉
ル
ベ
シ
。
　
　
一
『
神
皇
正
統
記
』
宇
多
天
皇
一

こ
こ
か
ら
、
天
皇
に
は
「
徳
」
が
備
っ
て
い
る
べ
き
で
あ
る
一
端
的
に
は

「
正
直
」
　
「
正
心
」
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
）
と
い
う
考
え
を
読
み
取
る
こ
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と
が
で
き
る
。

　
親
房
は
、
天
皇
に
「
徳
」
　
「
賢
」
　
「
孝
」
を
要
求
す
る
ば
か
り
で
は
な

く
、
も
っ
と
推
し
進
め
て
、
　
「
不
徳
」
な
王
は
廃
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と

い
う
考
え
を
持
っ
て
い
た
。

　
　
此
天
皇
性
悪
ニ
シ
テ
人
主
ノ
器
ニ
タ
ラ
ズ
ミ
エ
給
ケ
レ
バ
、
摂
政
ナ

　
　
ゲ
キ
テ
廃
立
ノ
コ
ト
ヲ
サ
ダ
メ
ラ
レ
ニ
ケ
リ
。
昔
漢
ノ
霧
光
、
昭
帝

　
　
ヲ
タ
ス
ケ
テ
摂
政
セ
シ
ニ
、
昭
帝
世
ヲ
ハ
ヤ
ク
シ
給
シ
カ
バ
、
昌
邑

　
　
王
ヲ
立
テ
天
子
ト
ス
。
昌
邑
不
徳
ニ
シ
テ
器
ニ
タ
ラ
ズ
。
即
廃
立
ヲ

　
　
オ
コ
ナ
ヒ
テ
宣
帝
ヲ
立
奉
リ
キ
。
雷
光
ガ
大
功
ト
コ
ソ
シ
ル
シ
伝
ハ

　
　
ベ
ル
メ
レ
。
此
大
臣
マ
サ
シ
キ
外
戚
ノ
臣
ニ
テ
政
ヲ
モ
ハ
ラ
ニ
セ
ラ

　
　
レ
シ
ニ
、
天
下
ノ
タ
メ
大
義
ヲ
オ
モ
ヒ
テ
サ
ダ
メ
オ
コ
ナ
ハ
レ
ケ

　
　
ル
、
イ
ト
メ
デ
タ
シ
。
サ
レ
バ
一
家
ニ
モ
人
コ
ソ
オ
ホ
ク
キ
コ
エ
シ

　
　
カ
ド
、
摂
政
関
白
ハ
コ
ノ
大
臣
ノ
ス
ェ
ノ
ミ
ゾ
タ
ェ
セ
ヌ
コ
ト
ニ
ナ

　
　
リ
ニ
ケ
ル
。
ツ
ギ
ツ
ギ
大
臣
大
将
ニ
ノ
ボ
ル
藤
原
ノ
人
々
モ
ミ
ナ
コ

　
　
ノ
大
臣
の
菌
蕎
ナ
リ
。
積
善
ノ
鎗
慶
ナ
リ
ト
コ
ソ
オ
ボ
エ
ハ
ベ
レ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
『
神
皇
正
統
記
』
陽
成
天
皇
の
条
一

こ
こ
で
、
親
房
は
、
漢
の
摂
政
で
あ
る
窪
光
が
、
昌
邑
と
い
う
人
物
を
天

子
と
し
た
け
れ
ど
も
、
昌
邑
が
不
徳
だ
っ
た
の
で
彼
を
廃
し
て
新
し
く
宣

帝
を
立
て
た
こ
と
を
先
例
と
し
て
、
日
本
に
お
い
て
、
藤
原
基
経
が
不
徳

な
陽
明
天
皇
を
廃
し
た
こ
と
を
高
く
評
価
す
る
。
こ
の
親
房
の
発
言
に
つ

い
て
、
我
妻
建
治
は
、
　
「
日
本
思
想
史
上
、
か
つ
て
み
ら
れ
な
か
っ
た
で

あ
ろ
う
、
一
種
の
、
か
な
り
は
っ
き
り
し
た
、
い
わ
ば
革
命
思
想
で
あ

る
」
と
評
し
て
い
る
価
。

一
二
一
　
「
徳
」

に
基
づ
く
皇
位
継
承
論
の
変
質

　
し
か
し
、
親
房
は
、
常
に
「
賢
」
　
「
孝
」
　
「
徳
」
を
基
準
と
し
て
天
皇

を
選
ぶ
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
　
性
サ
ガ
ナ
ク
マ
シ
テ
、
悪
ト
シ
テ
ナ
サ
ズ
ト
云
コ
ト
ナ
シ
。
伽
天
酢

　
　
モ
久
カ
ラ
ズ
。
仁
徳
サ
シ
モ
聖
徳
マ
シ
マ
シ
ニ
、
此
皇
胤
コ
・
ニ
タ

　
　
エ
ニ
キ
。
　
「
聖
徳
ハ
必
百
代
ニ
マ
ツ
ラ
ル
。
」
　
〈
春
秋
ニ
ミ
ユ
〉
ト

　
　
コ
ソ
ミ
エ
タ
レ
ド
、
不
徳
ノ
子
孫
ア
ラ
バ
、
其
宗
ヲ
滅
ス
ベ
キ
先
縦

　
　
甚
ヲ
ホ
シ
。
サ
レ
バ
上
古
ノ
聖
賢
ハ
、
子
ナ
レ
ド
モ
慈
愛
ニ
ヲ
ボ
レ

　
　
ズ
、
器
ニ
ア
ラ
ザ
レ
バ
偉
コ
ト
ナ
シ
。
棄
ノ
子
丹
朱
不
肖
ナ
リ
シ
カ

　
　
バ
、
舜
ニ
サ
ヅ
ケ
、
舜
ノ
子
商
均
又
不
肖
ニ
シ
テ
夏
萬
二
譲
ラ
レ
シ

　
　
ガ
如
シ
。
薬
舜
ヨ
リ
コ
ナ
タ
ニ
ハ
猶
天
下
ヲ
私
ニ
ス
ル
故
ニ
ヤ
、
必

　
　
子
孫
二
偉
コ
ト
ニ
ナ
リ
ニ
シ
ガ
、
萬
ノ
後
、
榮
暴
虐
ナ
シ
テ
国
ヲ
失

　
　
ヒ
、
股
ノ
湯
聖
徳
ア
リ
シ
カ
ド
、
紺
ガ
時
無
道
ニ
シ
テ
永
ク
ホ
ロ
ビ

　
　
ニ
キ
。
　
一
以
下
、
天
竺
の
例
が
続
く
。
）
カ
・
レ
バ
先
祖
大
ナ
ル
徳

　
　
ア
リ
ト
モ
、
不
徳
ノ
子
孫
宗
廟
ノ
マ
ツ
リ
ヲ
タ
・
ム
コ
ト
ウ
タ
ガ
ヒ

　
　
ナ
シ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
一
『
神
皇
正
統
記
』
武
烈
天
皇
の
条
一

有
徳
で
あ
っ
た
仁
徳
天
皇
の
子
孫
の
武
烈
天
皇
は
、
有
徳
な
祖
先
と
は
異

な
り
、
　
「
性
サ
ガ
ナ
ク
マ
シ
テ
、
悪
ト
シ
テ
ナ
サ
ズ
ト
云
コ
ト
ナ
シ
。
」

と
不
徳
で
あ
っ
た
た
め
に
、
子
孫
に
皇
位
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ

た
。
親
房
は
、
有
徳
な
人
物
が
出
れ
ば
そ
の
家
系
は
繁
栄
し
、
反
対
に
不

徳
な
人
物
が
出
れ
ば
そ
の
家
系
は
衰
退
し
断
絶
す
る
こ
と
を
、
　
『
春
秋
左

氏
伝
』
昭
公
八
年
の
記
事
の
中
に
あ
る
「
臣
聞
盛
徳
必
百
世
祀
。
」
と
い

う
句
を
根
拠
と
し
て
主
張
す
る
。
こ
こ
か
ら
、
有
徳
・
不
徳
は
そ
の
人
物
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一
代
限
り
の
も
の
で
は
な
く
子
孫
に
影
響
す
る
と
い
う
親
房
の
考
え
が
読

み
取
れ
る
。
親
房
は
、
　
「
サ
レ
バ
上
古
ノ
聖
賢
ハ
、
子
ナ
レ
ド
モ
慈
愛
ニ

ヲ
ボ
レ
ズ
、
器
ニ
ア
ラ
ザ
レ
バ
偉
コ
ト
ナ
シ
。
秦
ノ
子
丹
朱
不
肖
ナ
リ
シ

カ
バ
、
舜
ニ
サ
ヅ
ケ
、
舜
ノ
子
商
均
又
不
肖
ニ
シ
テ
夏
萬
二
譲
ラ
レ
シ
ガ

如
シ
。
」
と
述
べ
て
、
聖
人
が
自
分
の
子
供
で
は
な
く
、
血
の
繋
が
ら
な

い
有
徳
者
へ
位
を
譲
っ
た
と
い
う
中
国
の
古
代
の
王
位
継
承
の
あ
り
方
を

賞
賛
し
な
が
ら
も
、
そ
の
よ
う
な
あ
り
方
が
「
棄
舜
ヨ
リ
コ
ナ
タ
」
に
、

位
を
「
必
子
孫
二
偉
コ
ト
ニ
ナ
リ
ニ
シ
」
　
（
子
孫
に
王
位
を
譲
る
）
と
い

う
よ
う
に
変
化
し
た
こ
と
も
容
認
し
て
い
る
。

　
子
孫
が
優
先
的
に
王
位
を
継
い
だ
場
合
、
中
に
は
不
徳
者
が
継
承
す
る

場
合
も
出
て
く
る
。
例
え
ば
、
　
「
萬
」
の
子
孫
の
「
桀
」
や
、
　
「
湯
」
の

子
孫
の
「
紺
」
な
ど
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
人
物
が
位
を
継
い
だ
場
合
、

繁
栄
は
断
た
れ
、
そ
の
家
系
が
「
天
下
ヲ
私
ニ
ス
ル
」
、
す
な
わ
ち
優
先

的
に
王
位
を
継
承
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。

　
さ
ら
に
、
　
『
神
皇
正
統
記
』
の
次
の
記
述
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
　
重
酢
ト
云
コ
ト
ハ
本
朝
ニ
ハ
コ
レ
ニ
始
レ
リ
。
異
朝
ニ
ハ
般
大
甲
不

　
　
明
ナ
リ
シ
カ
バ
、
伊
ヂ
是
ヲ
桐
宮
ニ
シ
リ
ゾ
ケ
テ
三
年
政
ヲ
ト
レ
リ

　
　
キ
。
サ
レ
ド
帝
位
ヲ
ス
ツ
ル
マ
デ
ハ
ナ
キ
ニ
ヤ
。
大
甲
ア
ヤ
マ
チ
ヲ

　
　
悔
テ
徳
ヲ
オ
サ
メ
シ
カ
バ
、
モ
ト
ノ
ゴ
ト
ク
天
子
ト
ス
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
斉
明
天
皇
の
条
）

　
「
伊
ヂ
」
は
、
　
「
不
明
」
な
王
「
大
甲
」
を
位
か
ら
追
い
出
そ
う
と
し

た
が
、
　
「
大
甲
」
は
自
ら
の
不
徳
を
悔
い
改
め
た
の
で
、
結
果
的
に
位
を

追
わ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
最
高
に
有
徳
な
人
物
を
選

ん
で
位
に
就
け
る
と
い
う
本
来
の
原
則
が
、
あ
る
家
系
が
位
を
「
私
」
と

す
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
不
徳
で
な
け
れ
ば
（
最
低
限
の
徳

を
有
す
れ
ば
）
位
か
ら
追
放
さ
れ
な
い
と
い
う
よ
う
に
変
化
し
て
い
る
こ

と
を
、
中
国
の
先
例
を
挙
げ
て
正
当
化
す
る
。

　
皇
位
継
承
の
基
準
の
変
容
と
同
様
に
、
親
房
は
、
臣
下
の
官
職
へ
の
登

用
に
っ
い
て
も
、
　
「
徳
」
や
「
才
」
な
ど
の
道
徳
的
政
治
的
な
能
力
を
重

視
す
る
の
と
は
矛
盾
す
る
任
官
基
準
を
容
認
し
て
い
る
。
彼
は
、
譜
第

一
名
門
一
の
家
柄
の
出
身
で
あ
る
か
ど
う
か
を
登
用
の
際
の
判
断
基
準
と

す
る
。

　
　
寛
弘
ヨ
リ
ア
ナ
タ
ニ
ハ
、
マ
コ
ト
ニ
才
カ
シ
コ
ケ
レ
バ
、
種
姓
ニ

　
　
カ
・
ハ
ラ
ズ
、
將
相
ニ
イ
タ
ル
人
モ
ア
リ
。
寛
弘
以
来
ハ
、
譜
第
ヲ

　
　
サ
キ
ト
シ
テ
、
其
中
二
才
モ
ア
リ
徳
モ
ア
リ
テ
、
職
ニ
カ
ナ
ヒ
ヌ
ベ

　
　
キ
人
ヲ
ゾ
エ
ラ
バ
レ
ケ
ル
。
　
（
中
略
）
ア
マ
リ
譜
第
ヲ
ノ
ミ
ト
ラ
レ

　
　
テ
モ
賢
才
ノ
イ
デ
コ
ヌ
ハ
シ
ナ
レ
バ
、
上
古
ニ
オ
ヨ
ビ
ガ
タ
キ
コ
ト

　
　
ヲ
ウ
ラ
ム
ル
ヤ
カ
ラ
モ
ア
レ
ド
、
昔
ノ
マ
・
ニ
テ
ハ
イ
ヨ
イ
ヨ
ミ
ダ

　
　
レ
ヌ
ベ
ケ
レ
バ
、
譜
第
ヲ
オ
モ
ク
セ
ラ
レ
ケ
ル
モ
コ
ト
ハ
リ
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
『
神
皇
正
統
記
』
後
醍
醐
天
皇
の
条
）

　
親
房
は
、
寛
弘
時
代
以
前
の
能
力
主
義
に
基
づ
く
任
官
に
な
ら
う
べ
き

だ
と
の
意
見
は
あ
る
が
、
あ
ま
り
現
行
の
シ
ス
テ
ム
を
無
視
す
れ
ば
混
乱

が
広
が
る
ば
か
り
な
の
で
、
家
柄
重
視
の
任
官
も
容
認
す
る
と
説
明
す

る
。　

親
房
は
、
　
『
職
原
抄
』
の
三
公
（
太
政
・
左
右
大
臣
の
三
官
）
の
条

で
、
　
「
已
上
謂
之
三
公
者
、
皆
則
閥
之
官
也
」
と
記
し
て
い
る
。
　
「
則
闘

之
官
」
と
は
、
職
員
令
の
「
元
其
人
則
閥
」
と
い
う
記
載
に
倣
っ
た
も
の

で
、
こ
れ
ら
の
官
に
は
徳
の
あ
る
人
物
を
任
ず
べ
き
な
の
で
、
適
切
な
人

蝸



材
が
な
い
場
合
は
欠
官
し
て
お
く
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
親
房
が
「
則
閥

之
官
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
彼
は
「
職
員
令
」
の
理
念
を
継
承
し

て
、
あ
く
ま
で
徳
に
基
づ
く
任
官
を
主
張
し
て
い
る
か
に
見
え
る
。
し
か

し
、
彼
は
、
続
い
て
「
文
徳
御
世
藤
原
良
房
任
レ
之
、
爾
来
連
綿
任
レ

之
」
と
い
う
よ
う
に
、
藤
原
良
房
の
子
孫
が
太
政
大
臣
や
左
右
大
臣
と
い

う
顕
官
を
世
襲
的
に
独
占
し
て
き
た
歴
史
の
事
実
を
非
難
し
て
い
な
い
。

親
房
は
、
　
「
則
閥
之
官
」
と
い
う
用
語
が
端
的
に
示
す
「
徳
」
や
「
才
」

に
基
づ
く
任
官
の
理
念
を
掲
げ
な
が
ら
、
同
時
に
官
職
が
特
定
の
家
柄
に

よ
っ
て
独
占
さ
れ
る
現
実
を
認
め
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
臣
下
の
任
官
に
つ
い
て
の
親
房
の
主
張
は
、
皇
位
一
あ
る

い
は
王
位
）
が
あ
る
特
定
の
家
系
に
「
私
」
に
さ
れ
、
そ
の
子
孫
が
位
を

独
占
す
る
こ
と
を
容
認
す
る
こ
と
と
論
理
の
上
で
連
続
し
て
い
る
。

（
一
二
）
　
　
『
孟
子
』

の
革
命
論

　
親
房
が
『
孟
子
』
を
学
び
、
彼
の
著
作
に
そ
の
思
想
を
踏
ま
え
た
記
述

が
見
ら
れ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
⑦
。
ま
ず
、
　
『
孟
子
』
　
「
巻
九
万
章
章

句
上
、
五
」
の
次
の
文
章
を
検
討
す
る
。

　
　
万
章
日
く
、
薬
、
天
下
を
以
て
舜
に
与
ふ
と
。
諸
あ
り
や
。
孟
子
日

　
　
く
、
否
、
天
子
は
天
下
を
以
て
人
に
与
ふ
る
こ
と
能
は
ず
。
然
ら
ば

　
　
則
ち
舜
の
天
下
を
有
つ
や
、
親
か
之
を
与
へ
し
。
日
く
、
天
之
を
与

　
　
ふ
。
　
一
中
略
一
日
く
、
敢
て
問
ふ
、
之
を
天
に
薦
め
て
天
之
を
受

　
　
け
、
之
を
民
に
暴
し
て
民
之
を
受
く
と
は
、
如
何
。
日
く
、
之
を
し

　
　
て
祭
を
主
ら
し
め
て
百
神
之
を
享
く
。
是
れ
天
之
を
受
く
る
な
り
。

　
　
之
を
し
て
事
を
主
ら
し
め
て
事
治
ま
り
、
百
姓
之
に
安
ん
ず
。
是
れ

　
　
民
之
を
受
く
る
な
り
。
天
之
を
与
へ
、
人
之
を
与
ふ
。
故
に
天
子
は

　
　
天
下
を
以
て
人
に
与
ふ
る
こ
と
能
は
ず
と
日
へ
る
な
り
。

　
　
万
章
日
、
薬
以
天
下
與
舜
、
有
諸
、
孟
子
日
、
否
、
天
子
不
能
以
天

　
　
下
輿
人
、
然
則
舜
有
天
下
也
、
親
與
之
、
日
、
天
輿
之
、
　
一
中
略
）

　
　
日
、
敢
問
、
薦
之
於
天
而
天
受
之
、
暴
之
於
民
而
民
受
之
、
如
何
。

　
　
日
、
使
之
主
祭
而
百
神
享
之
、
是
天
受
之
、
使
之
主
事
而
事
治
、
百

　
　
姓
安
之
、
是
民
受
之
也
、
天
與
之
、
人
與
之
、
故
日
天
子
不
能
以
天

　
　
下
與
人
⑥
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
万
章
章
句
上
、
五
一

こ
こ
で
、
　
『
孟
子
』
は
、
天
子
は
天
命
に
よ
っ
て
の
み
定
め
ら
れ
る
こ

と
、
そ
し
て
そ
の
天
命
は
祭
祀
の
結
果
と
人
民
の
承
認
に
よ
る
と
述
べ

る
。
天
命
に
よ
っ
て
王
が
決
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
の
内
実
と
は
、
次
の

よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
　
万
章
問
ひ
て
日
く
、
人
言
へ
る
あ
り
、
萬
に
至
り
て
徳
衰
へ
、
賢
に

　
　
伝
へ
ず
し
て
子
に
伝
ふ
と
。
諸
あ
り
や
。
孟
子
日
く
、
然
ら
ず
、

　
　
天
、
賢
に
与
ふ
れ
ば
則
ち
賢
に
与
へ
、
天
、
子
に
与
ふ
れ
ば
則
ち
子

　
　
に
与
ふ
。

　
　
万
章
問
日
、
人
有
言
、
至
於
萬
而
徳
衰
、
不
伝
於
賢
而
伝
於
子
、
有

　
　
諸
、
孟
子
日
、
否
不
然
也
、
天
輿
賢
則
與
賢
、
天
與
子
則
與
子
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
九
万
章
章
句
上
、
六
）

万
章
は
、
孟
子
に
次
の
よ
う
に
質
問
す
る
。
最
初
、
血
の
繋
が
ら
な
い
賢

人
に
位
を
譲
っ
て
い
た
の
が
、
や
が
て
子
に
継
承
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
孟
子
は
、
答
え
て
、
王
位
継
承
に

原
則
が
二
っ
あ
る
の
で
は
な
く
、
天
が
継
承
者
を
決
定
す
る
と
い
う
原
則
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は
常
に
一
で
あ
る
と
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、
有
徳
の
天
子
の
子
供
が
賢
で

あ
る
か
不
肖
で
あ
る
か
は
、
常
に
天
が
決
定
す
る
こ
と
で
あ
る
（
其
子
賢

不
肖
、
皆
天
也
一
。
天
は
子
供
が
賢
で
あ
れ
ば
そ
の
子
へ
位
を
譲
る
よ
う

に
命
じ
る
し
、
不
肖
で
あ
れ
ば
、
他
人
の
賢
者
に
譲
る
よ
う
に
命
じ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
天
は
基
本
的
に
、
常
に
賢
な
る
者
に
位
を
譲
ら
せ
る
の
で

あ
る
。

　
た
だ
し
、
　
『
孟
子
』
は
、
位
を
継
承
す
る
の
が
天
子
の
子
供
で
あ
る
場

合
と
、
他
人
で
あ
る
場
合
で
は
、
　
「
賢
」
で
あ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
に

し
て
も
、
そ
の
基
準
が
異
な
る
と
述
べ
る
。

　
　
匹
夫
に
し
て
天
下
を
有
つ
者
は
、
徳
必
ず
薬
・
舜
の
若
く
に
し
て
、

　
　
又
天
子
の
之
を
薦
む
る
者
あ
り
、
故
に
仲
尼
も
天
下
を
有
た
ず
。
世

　
　
を
継
ぎ
て
以
て
天
下
を
有
つ
〔
者
に
し
て
〕
、
天
の
廃
す
る
所
は
、

　
　
必
ず
築
・
紺
の
若
き
者
な
り
。
故
に
益
・
伊
弄
・
周
公
も
、
天
下
を

　
　
有
た
ず
。
伊
ヂ
、
湯
を
相
け
て
以
て
天
下
に
王
た
ら
し
む
。

　
　
匹
夫
而
有
天
下
者
、
徳
必
若
尭
・
舜
、
而
又
有
天
子
薦
之
者
、
故
伸

　
　
尼
不
有
天
下
、
継
世
以
有
天
下
、
天
之
所
廃
、
必
若
桀
紺
者
也
、
故

　
　
益
・
伊
ヂ
・
周
公
、
不
有
天
下
、
伊
ヂ
、
相
湯
以
王
於
天
下
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
万
章
章
句
上
、
六
一

す
な
わ
ち
、
一
介
の
平
民
か
ら
天
子
に
な
る
場
合
は
、
そ
の
徳
が
舜
や
萬

の
よ
う
に
高
く
、
な
お
か
つ
天
子
が
推
薦
し
た
と
い
う
条
件
を
満
た
す
必

要
で
あ
る
。
一
方
親
の
後
を
継
い
で
天
子
に
な
る
場
合
に
は
、
桀
や
紺
ぐ

ら
い
の
よ
ほ
ど
の
不
徳
者
で
な
い
隈
り
、
天
子
の
位
を
継
ぐ
こ
と
が
で

き
、
位
を
追
わ
れ
る
（
天
が
見
捨
て
る
）
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、

益
・
伊
ヂ
・
周
公
な
ど
、
極
め
て
「
賢
」
　
「
徳
」
の
あ
る
人
物
で
も
条
件

を
ク
リ
ア
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
天
子
と
な
る
こ
と
は
で
き
ず
補
佐
の
臣

に
と
ど
ま
っ
た
。

　
こ
こ
で
、
　
『
孟
子
』
に
お
い
て
、
王
位
継
承
に
二
つ
の
基
準
が
あ
る
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
天
子
の
子
供
で
な
い
人
物
が
継
承

す
る
場
合
は
、
そ
の
人
物
が
最
高
の
「
賢
」
者
で
あ
る
の
に
加
え
て
、
前

の
天
子
の
承
認
が
必
要
と
い
う
極
め
て
厳
し
い
条
件
が
課
さ
れ
る
。
そ
れ

に
対
し
て
、
天
子
の
子
供
で
あ
れ
ば
、
築
紺
レ
ベ
ル
の
よ
ほ
ど
の
不
徳
者

で
な
け
れ
ば
、
位
を
継
承
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
こ
か
ら
追
わ
れ
る
こ
と

は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
　
『
孟
子
』
の
王
位
継
承
論
に
お
い
て
、
継
承
に

「
徳
」
　
「
賢
」
が
問
題
と
さ
れ
る
と
言
っ
て
も
、
天
子
の
子
供
で
あ
る
場

合
と
、
他
人
で
あ
る
場
合
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
々
の
基
準
が
適
用
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
こ
の
点
、
　
『
孟
子
』
の
王
位
継
承
論
は
、
子
孫
に
易
し
く
、

他
人
に
厳
し
く
、
王
位
の
世
襲
を
基
本
的
に
承
認
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

が
分
か
る
。

　
し
か
し
、
　
『
孟
子
』
は
、
王
位
の
世
襲
を
認
め
る
が
、
不
徳
の
子
供
が

　
　
＼

王
と
、
な
り
圧
政
を
す
る
こ
と
に
対
し
て
厳
し
い
批
判
の
目
を
向
け
て
お

り
、
そ
の
よ
う
な
場
合
は
直
ち
に
不
徳
の
王
は
追
放
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
強
く
主
張
す
る
。

　
　
斉
の
宣
王
問
ひ
て
日
く
、
湯
・
築
を
放
ち
、
武
王
・
紺
を
伐
て
る
こ

　
　
と
、
諸
あ
り
や
。
孟
子
対
へ
て
日
く
、
伝
に
於
て
こ
れ
有
り
。
日

　
　
く
、
臣
に
し
て
其
の
君
を
拭
す
、
可
な
ら
ん
や
。
日
く
、
仁
を
賊
ふ

　
　
者
之
を
賊
と
謂
ひ
、
義
を
賊
ふ
者
之
を
残
と
謂
ふ
、
残
賊
の
人
は
、

　
　
之
を
一
夫
と
謂
ふ
、
一
夫
紺
を
諌
せ
る
を
聞
け
る
も
、
未
だ
君
を
拭

　
　
せ
る
を
聞
か
ざ
る
な
り
。
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斉
宣
王
問
日
、
湯
放
桀
、
武
王
伐
紺
、
有
諸
、
孟
子
対
日
、
於
伝
有

　
　
之
、
日
、
臣
拭
其
君
可
乎
、
日
、
賊
仁
者
謂
之
賊
、
賊
義
者
謂
之

　
　
残
、
残
賊
之
人
謂
之
一
夫
、
聞
諌
一
夫
紺
秦
、
未
聞
絨
君
也
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
二
梁
恵
王
章
句
下
、
八
）
、

　
『
孟
子
』
は
、
王
位
の
世
襲
は
認
め
て
い
る
が
、
臣
下
の
官
の
世
襲
を

制
限
し
よ
う
と
す
る
。
　
「
巻
十
二
告
子
章
句
下
、
七
」
に
、
　
『
孟
子
』

は
、
政
治
に
お
い
て
理
想
と
す
る
五
ケ
条
の
要
件
を
示
し
た
。

　
　
第
二
条
　
賢
者
を
尊
び
才
を
育
ひ
て
、
以
て
有
徳
を
彰
は
せ
。

　
　
第
四
条
　
士
は
官
を
世
に
す
る
こ
と
無
れ
。
官
の
事
は
〔
兼
〕
摂
せ

　
　
し
む
る
こ
と
無
れ
。
士
を
取
る
に
は
必
ず
〔
其
の
人
を
〕
得
よ
。
専

　
　
に
大
夫
を
殺
す
こ
と
無
れ
。

　
　
第
二
条
　
尊
賢
育
才
、
以
彰
有
徳
、

　
　
第
四
条
　
士
無
世
官
、
官
事
無
摂
、
取
士
必
得
、
無
専
殺
大
夫
、

こ
こ
か
ら
、
官
へ
の
登
用
は
、
世
襲
を
も
っ
て
せ
ず
に
、
そ
の
人
物
の

「
徳
」
　
「
賢
」
　
「
才
」
を
基
本
と
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
『
孟
子
』
の
考

え
方
が
明
ら
か
で
あ
る
。
親
房
が
、
基
本
的
に
官
を
世
襲
に
す
る
こ
と
は

秩
序
の
安
定
化
に
つ
な
が
る
と
し
て
、
皇
位
の
世
襲
と
同
じ
よ
う
に
官
の

世
襲
を
積
極
的
に
承
認
す
る
こ
と
と
大
き
な
違
い
が
あ
る
。

一
四
）
　
司
馬
光
の
名
分
論
と

『
孟
子
』
批
判

　
司
馬
光
の
『
資
治
通
鑑
』
網
頭
、
　
「
周
紀
、
威
烈
王
二
十
三
年
」
の
名

分
論
の
考
察
す
る
。
司
馬
光
は
、
ま
ず
、
　
「
礼
」
を
「
紀
綱
是
な
り
一
紀

綱
是
也
一
」
　
（
人
の
履
む
べ
き
道
の
基
本
一
、
　
「
分
」
を
「
君
臣
是
な
り

（
君
臣
是
也
）
」
（
君
主
と
臣
下
の
け
じ
め
）
、
「
名
」
を
「
公
・
侯
・

卿
・
大
夫
是
な
り
（
公
侯
卿
大
夫
是
也
一
」
　
一
公
・
侯
・
卿
・
大
夫
な
ど

の
己
れ
の
分
を
表
わ
し
た
名
一
と
規
定
し
、
次
の
よ
う
に
議
論
を
進
め

る
。　

　
夫
れ
札
は
、
貴
賎
を
弁
じ
、
親
疎
を
序
し
、
群
物
を
裁
し
、
庶
事
を

　
　
制
す
る
に
、
名
に
非
ざ
れ
ば
著
は
れ
ず
、
器
非
ら
ざ
れ
ば
形
は
れ

　
　
ず
。
名
を
以
て
之
を
命
じ
、
器
を
以
て
之
を
別
ち
、
然
る
後
、
上
下

　
　
簗
然
と
し
て
倫
あ
り
。
此
れ
礼
の
大
経
な
り
。
名
器
既
に
亡
び
ん
に

　
　
は
、
則
ち
礼
安
ん
ぞ
独
り
在
る
こ
と
を
得
ん
や
。

　
　
夫
礼
、
弁
貴
賎
、
序
親
疎
、
裁
群
物
、
制
庶
事
、
非
名
不
著
、
非
器

　
　
不
形
。
名
以
命
之
、
器
以
別
之
、
然
後
上
下
薬
然
有
倫
、
此
礼
之
大

　
　
経
也
。
名
器
既
亡
、
則
礼
安
得
独
在
哉
⑨
。

元
来
、
礼
と
い
う
も
の
は
、
身
分
の
高
下
を
明
ら
か
に
し
、
人
び
と
の
問

で
の
親
疎
を
正
し
く
し
、
す
べ
て
の
物
を
取
り
裁
き
、
す
べ
て
の
頃
を
整

え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
与
え
ら
れ
る
ば
ず
の
名
に
よ
る
の
で
な
け

れ
ば
そ
の
在
り
か
た
は
明
ら
か
に
な
ら
ず
、
ま
た
用
い
ら
れ
る
は
ず
の
器

に
よ
る
の
で
な
け
れ
ば
あ
る
べ
き
形
式
は
整
っ
て
こ
な
い
。
す
な
わ
ち
、

名
に
よ
っ
て
初
め
て
そ
の
在
り
か
た
が
決
め
ら
れ
、
器
に
よ
っ
て
初
め
て

そ
の
特
質
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
こ
う
し
て
初
め
て
上
の
者
も
下
の
者
も
そ

れ
ぞ
れ
に
、
人
問
と
し
て
の
す
ぐ
れ
た
在
し
か
た
を
示
す
こ
と
に
な
る
の

で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
礼
の
根
本
な
の
で
あ
る
。
名
と
器
と
が
失
わ
れ
て
し

ま
え
ば
、
礼
と
い
う
も
の
が
そ
れ
ら
を
離
れ
て
独
り
存
在
す
る
わ
け
に
は

ゆ
か
な
い
。

　
天
子
の
務
め
と
は
、
　
「
天
子
の
職
は
、
礼
よ
り
大
な
る
は
莫
し
。
　
（
天

31



子
之
職
莫
大
於
礼
也
。
）
し
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
天
子
に
と
っ
て
礼
を

履
み
行
う
こ
と
ほ
ど
大
切
な
こ
と
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
天
子
の
務
め
に

対
応
し
て
、
司
馬
光
は
、
君
臣
の
務
め
を
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

　
　
桀
・
紺
の
暴
、
湯
・
武
の
仁
有
る
に
非
ざ
れ
ば
、
人
之
に
帰
し
、
天

　
　
之
に
命
じ
、
君
臣
の
分
、
当
に
節
を
守
り
死
に
伏
す
べ
き
の
み
。
是

　
　
故
に
微
子
を
以
て
し
て
紺
に
代
ら
ば
則
ち
成
湯
は
天
に
配
せ
し
な
ら

　
　
ん
、
李
礼
を
以
て
し
て
呉
に
君
た
ら
ば
則
ち
太
伯
は
血
食
せ
し
ら
ん

　
　
も
、
然
る
に
二
子
は
寧
ろ
国
を
亡
ぽ
す
と
も
而
も
為
さ
ざ
り
し
は
、

　
　
誠
に
礼
の
大
節
の
乱
す
可
か
ら
ざ
る
を
以
て
な
り
。
故
に
日
は
く
、

　
　
礼
は
分
よ
り
も
大
な
る
は
莫
し
と
。

　
　
非
有
榮
・
紺
之
暴
、
湯
・
武
之
仁
、
人
帰
之
、
天
命
之
、
君
臣
之
分

　
　
当
守
節
伏
死
而
已
。
是
故
以
微
子
而
代
紺
則
成
湯
配
天
ム
矢
、
以
李
礼

　
　
而
君
呉
則
太
伯
血
食
実
、
然
二
子
寧
亡
国
而
不
為
者
、
誠
以
礼
之
大

　
　
節
不
可
乱
。
故
日
礼
莫
大
於
分
也
。

　
夏
の
桀
王
や
段
の
紺
王
の
よ
う
に
暴
虐
で
あ
っ
て
も
、
段
の
湯
王
や
周

の
武
王
の
よ
う
な
仁
愛
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
よ
う
な
差
に
関
わ
ら
ず
人
々

が
そ
れ
ら
の
王
の
も
と
に
帰
服
す
る
の
は
、
天
が
そ
れ
を
命
じ
る
の
で

あ
っ
て
、
君
臣
の
分
は
、
節
義
を
取
り
、
を
死
を
賭
け
て
守
り
抜
く
べ
き

も
の
で
あ
る
。
微
子
・
季
礼
な
ど
優
れ
た
君
臣
が
、
そ
の
暴
虐
な
君
主
に

自
ら
取
っ
て
か
わ
る
こ
と
な
く
結
果
的
に
自
ら
の
国
を
滅
ぽ
し
て
ま
で
、

君
臣
の
分
を
守
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
人
問
の
あ
り
方
と
し
て
礼
を
乱
す

こ
と
が
許
さ
れ
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
礼
を
履

み
行
う
こ
と
と
し
て
、
具
体
的
に
は
人
問
の
分
を
守
る
ほ
ど
大
切
な
こ
と

は
な
い
。

　
司
馬
光
は
、
君
臣
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
を
全
う
し
よ
う
と
す
る
峻
烈
さ
に

お
い
て
人
問
の
価
値
を
認
め
、
そ
れ
が
実
践
で
き
る
か
ど
う
か
に
よ
つ
て

人
の
運
命
が
決
定
さ
れ
る
と
考
え
る
。
人
問
に
と
っ
て
大
切
な
こ
と
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
分
を
尽
く
す
こ
と
で
あ
る
。
天
子
は
天
子
で
そ
の
役
割
を
徹

底
的
に
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
臣
下
は
臣
下
で
そ
の
役
割
を
果

た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
司
馬
光
は
、
そ
の
よ
う
に
固
定
的
役
割
に
お
け
る
人
問
の
在
り
方
を
重

視
す
る
の
で
、
　
『
孟
子
』
の
不
徳
の
君
主
を
追
放
し
て
も
よ
い
と
い
う
主

張
に
批
判
的
で
あ
り
、
そ
の
批
判
を
十
二
の
疑
問
点
に
分
け
て
「
疑
孟
」

と
い
う
論
文
に
ま
と
め
た
一
伝
家
集
第
七
十
三
に
収
録
）
。
そ
の
中
で
司

馬
光
は
、
　
『
孟
子
』
　
「
萬
章
章
句
下
・
九
」
　
「
斎
宣
王
問
卿
」
　
（
斎
の
宣

王
、
卿
に
問
う
）
に
つ
い
て
の
批
判
を
展
開
し
て
い
る
。
司
馬
光
が
批
判

の
対
象
と
し
た
『
孟
子
』
　
「
巻
十
萬
章
章
句
下
、
九
」
を
挙
げ
よ
う
。

　
　
斎
の
宣
王
卿
を
問
ふ
。
孟
子
日
く
、
王
何
の
卿
を
か
こ
れ
問
ふ
や
。

　
　
王
日
く
、
卿
同
じ
か
ら
ざ
る
か
。
日
く
、
同
じ
か
ら
ず
。
貴
戚
の
卿

　
　
あ
り
、
異
姓
の
卿
あ
り
。
王
日
く
、
貴
戚
の
卿
を
請
間
ふ
。
日
く
、

　
　
君
大
過
あ
れ
ば
則
ち
諌
め
、
之
を
反
覆
し
て
聴
か
ざ
れ
ば
則
ち
位
を

　
　
易
ふ
。
王
勃
然
と
し
て
色
を
変
ず
。
日
く
、
王
異
し
む
こ
と
勿
れ
。

　
　
王
、
臣
に
問
ふ
。
臣
敢
て
正
を
以
て
対
へ
ず
ん
ば
あ
ら
ざ
る
な
り
。

　
　
王
色
定
ま
り
、
然
る
後
に
異
姓
の
卿
を
請
問
ふ
。
日
く
、
君
過
ち
あ

　
　
れ
ば
則
ち
諌
め
、
之
を
反
覆
し
て
聴
か
ざ
れ
ば
則
ち
去
る
。

　
　
斎
宣
王
問
卿
、
孟
子
日
、
王
何
卿
之
間
也
、
王
日
、
卿
不
同
乎
、

　
　
日
、
不
同
、
有
貴
戚
之
卿
、
有
異
姓
之
卿
、
王
日
、
請
問
貴
戚
之

　
　
卿
、
日
、
君
有
大
過
則
諌
、
反
覆
之
而
不
聴
則
易
位
、
王
勃
然
変
乎
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色
、
日
、
王
勿
異
也
、
王
問
臣
、
臣
不
敢
不
以
正
対
、
王
色
定
、
然

　
　
後
請
問
異
姓
之
卿
、
日
、
君
有
過
則
諌
、
反
覆
之
而
不
聴
則
去
、

司
馬
光
は
、
こ
れ
に
対
し
て
、
次
の
批
判
を
展
開
し
て
い
る
。
ま
ず
、
彼

は
、
　
「
卿
」
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
の
『
孟
子
』
の
定
義
が
問
違
っ
て
い

る
と
述
べ
る
。
た
と
え
貴
戚
で
あ
っ
て
も
異
姓
で
あ
っ
て
も
「
卿
」
と
呼

ば
れ
る
限
り
、
そ
れ
は
皆
臣
下
で
あ
る
（
卿
た
る
は
、
貴
戚
異
姓
無
く
、

み
な
人
臣
な
り
。
　
〈
也
為
卿
者
、
無
貴
戚
異
姓
、
皆
人
臣
也
〉
）
o
＾
。

　
そ
も
そ
も
人
臣
の
義
と
い
う
も
の
は
、
君
主
を
諌
め
て
聴
き
入
れ
な
け

れ
ば
、
そ
の
君
主
の
も
と
を
去
っ
て
抗
議
す
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
君

主
を
諌
め
る
こ
と
に
命
を
か
け
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
異
姓

で
あ
っ
て
も
貴
戚
で
あ
っ
て
も
、
臣
下
に
す
ぎ
な
い
の
だ
か
ら
、
王
を
追

放
し
て
新
し
い
王
に
易
え
る
と
い
う
発
言
は
『
孟
子
』
の
過
ち
で
あ
る

一
人
臣
の
義
、
君
を
諌
め
て
聴
か
ざ
れ
ば
之
を
去
る
べ
き
な
り
。
之
に
死

す
べ
き
な
り
。
こ
れ
何
ぞ
そ
れ
貴
戚
の
故
に
敢
て
位
を
易
て
処
す
る
が
ご

と
き
は
、
孟
子
の
言
過
な
り
。
　
〈
人
臣
之
義
、
諌
於
君
而
不
聴
去
之
可

也
、
死
之
可
也
、
若
之
何
其
以
貴
戚
之
故
敢
易
位
而
虚
也
、
孟
子
之
言
過

也
V
一
。

　
　
大
過
あ
る
こ
と
紺
に
し
く
は
な
く
、
紺
の
卿
士
王
子
比
干
・
箕
子
・

　
　
微
子
の
親
に
し
て
且
つ
貴
な
る
に
し
く
は
な
き
が
こ
と
き
は
、
微
子

　
　
之
を
去
り
、
箕
子
之
の
奴
と
な
り
、
比
干
諌
め
て
死
す
。
孔
子
日
く

　
　
商
三
仁
あ
り
、
そ
れ
紺
の
過
大
に
し
て
三
子
の
賢
を
以
て
も
、
猶
ほ

　
　
且
っ
敢
て
位
を
易
ざ
る
な
り
、
況
や
過
紺
に
及
ば
ず
し
て
賢
三
子
に

　
　
及
ば
ざ
る
も
の
必
な
り
。
後
世
貴
戚
の
臣
あ
り
其
の
君
を
諌
め
て
聴

　
　
ざ
れ
ば
遂
に
廃
し
て
之
に
代
へ
し
め
ば
、
日
く
、
吾
れ
孟
子
の
言
を

　
　
用
れ
ば
、
纂
に
あ
ら
ず
し
て
義
な
り
そ
れ
可
か
な
と
。

　
　
若
有
大
過
無
若
紺
、
紺
之
卿
士
莫
若
王
子
比
干
箕
子
微
子
之
親
且
貴

　
　
也
、
微
子
去
之
、
箕
子
為
之
奴
、
比
干
諌
而
死
、
孔
子
日
商
有
三
仁

　
　
焉
、
夫
以
紺
之
過
大
而
三
子
之
賢
、
猶
且
不
敢
易
位
也
、
況
過
不
及

　
　
紺
而
賢
不
及
三
子
者
必
也
、
使
後
世
有
貴
戚
之
臣
諌
其
君
而
不
聴
遂

　
　
廃
而
代
之
、
日
吾
用
孟
子
之
言
也
、
非
纂
也
義
也
其
可
乎
、

そ
も
そ
も
歴
史
上
の
出
来
事
で
、
紺
王
ほ
ど
大
過
の
あ
る
君
主
は
い
な

か
っ
た
だ
ろ
う
し
、
そ
れ
を
諌
め
る
臣
下
の
三
仁
一
比
干
・
箕
子
・
微

子
一
ほ
ど
王
家
に
非
常
に
近
い
貴
い
家
柄
の
出
自
の
臣
下
は
い
な
か
っ
た

（
貴
戚
の
卿
で
あ
る
）
。
こ
の
よ
う
な
条
件
が
揃
え
ば
、
孟
子
流
に
言
え

ば
紺
を
追
放
し
て
も
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
三
仁
は
け
っ
し

て
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。
微
子
は
こ
の
国
を
去
り
、
箕
子
は

奴
と
な
り
、
比
干
は
諌
め
て
死
を
た
ま
わ
っ
た
。
そ
れ
で
も
臣
下
の
義
を

守
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
比
べ
る
と
、
紺
よ
り
は
る
か
に
暴
虐
で
は
な

い
君
主
に
対
し
て
、
し
か
も
こ
の
賢
三
子
に
及
ば
な
い
よ
う
な
人
物
が
、

『
孟
子
』
の
こ
の
箇
所
を
根
拠
と
し
て
、
臣
下
の
分
を
踏
出
し
て
自
ら
の

王
を
追
放
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
果
た
し
て
、
纂
で
は
な
く
、

『
孟
子
』
の
言
う
よ
う
に
義
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。

　
司
馬
光
は
、
以
上
の
よ
う
に
、
臣
下
が
不
徳
の
王
を
追
放
す
る
こ
と
を

正
当
化
す
る
『
孟
子
』
の
主
張
を
批
判
し
、
君
臣
が
そ
の
分
を
徹
底
的
に

守
る
以
上
、
君
主
の
追
放
な
ど
絶
対
的
に
有
り
得
な
い
と
す
る
。
こ
の
司

馬
光
の
批
判
が
、
　
『
資
治
通
鑑
』
に
展
開
さ
れ
る
名
分
論
と
対
応
す
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
司
馬
光
の
名
分
論
は
、
君
主
と
臣
下
が
そ
の
分
を
徹
底
的
に
守
る
こ
と

33



に
よ
っ
て
、
社
会
の
秩
序
の
安
定
化
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
り
、
王
位
継

承
の
あ
り
方
や
、
任
官
の
基
準
を
論
じ
た
も
の
で
は
な
い
。
い
っ
た
ん
王

位
に
即
き
、
官
に
任
じ
ら
れ
た
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
が
立
場
に
応
じ
て
そ
の
役

割
を
徹
底
的
に
担
い
、
秩
序
が
保
持
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で

あ
り
、
世
襲
に
よ
る
継
承
か
、
能
力
重
視
の
登
用
か
と
い
う
問
題
を
直
接

論
じ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
　
『
孟
子
』
の
革
命
論
と

は
本
来
議
論
の
対
象
を
異
に
す
る
。

　
ま
た
、
司
馬
光
の
名
分
論
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
に
応
じ
た
政
治
的
あ
る

い
は
道
徳
的
能
力
を
厳
し
く
要
求
す
る
。
君
主
も
臣
下
も
そ
の
分
を
尽
く

す
こ
と
が
出
来
な
け
れ
ば
、
天
に
よ
っ
て
そ
の
地
位
が
保
証
さ
れ
る
こ
と

は
な
い
。
　
『
資
治
通
鑑
』
の
巻
六
十
九
の
「
魏
世
祖
文
皇
帝
黄
初
二
年

一
二
二
一
年
一
」
に
、
司
馬
光
が
歴
代
の
王
朝
の
正
閏
を
論
じ
る
論
賛
が

あ
る
が
、
そ
の
冒
頭
に
次
の
文
章
が
あ
る
。

　
　
臣
光
日
は
く
、
天
蒸
民
を
生
ず
る
や
、
其
の
勢
、
自
ら
治
む
る
能
は

　
　
ず
、
必
ず
相
與
に
君
を
戴
き
て
以
て
之
を
治
む
。
萄
く
も
暴
を
禁
じ

　
　
害
を
除
き
、
以
て
其
の
生
を
保
全
し
、
善
を
賞
し
悪
を
罰
し
、
乱
に

　
　
至
ら
ざ
ら
し
め
ば
、
斯
に
之
を
君
と
謂
ふ
可
し
。

　
　
臣
光
日
、
天
生
蒸
民
、
其
勢
不
能
自
治
、
必
相
典
戴
君
以
治
之
。
筍

　
　
能
禁
暴
除
害
以
保
其
生
、
賞
善
罰
悪
不
至
於
乱
、
斯
可
謂
之
君
套
。

　
天
は
、
人
類
を
造
っ
た
が
、
人
民
に
自
ら
治
め
さ
せ
る
こ
と
は
せ
ず

に
、
必
ず
君
主
に
治
め
さ
せ
る
よ
う
に
し
た
。
天
が
そ
の
君
主
に
要
求
す

る
こ
と
は
、
暴
虐
を
抑
え
、
弊
害
を
除
き
、
人
民
の
生
活
を
保
護
し
、
善

を
讃
え
悪
を
罰
し
、
安
全
を
乱
す
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
出
来
る
も
の
が
君
主
で
あ
り
、
反
対
に
そ
う
で

な
い
も
の
は
天
が
君
主
と
認
め
な
い
の
で
あ
る
。

　
ゆ
え
に
、
司
馬
光
の
名
分
論
は
、
基
本
的
に
、
統
治
者
に
「
徳
」
を
要

求
す
る
儒
学
の
伝
統
的
な
政
治
思
想
の
範
醸
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
君

臣
上
下
の
役
割
が
固
定
的
に
世
襲
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
強
調
す
る
も
の
で

は
な
い
。
こ
の
点
、
司
馬
光
の
名
分
論
が
、
親
房
の
皇
位
や
官
職
の
世
襲

化
を
容
認
す
る
主
張
に
与
え
た
影
響
は
疑
問
視
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

が
、
名
分
論
が
結
論
と
す
る
所
の
上
下
の
分
を
守
る
こ
と
に
よ
っ
て
社
会

秩
序
の
安
定
化
を
図
る
と
い
う
考
え
方
は
、
親
房
に
受
け
容
れ
ら
れ
た
と

言
え
る
。

一
五
一
　
親
房
の
革
命
論
と
名
分
論

　
我
妻
建
治
は
、
　
『
神
皇
正
統
記
論
考
』
の
「
第
三
章
、
第
二
節
『
神
皇

正
統
記
』
の
「
正
理
」
の
構
造
」
に
お
い
て
、
親
房
の
政
治
論
に
見
ら
れ

る
君
徳
安
民
思
想
、
と
く
に
民
衆
重
視
の
思
想
を
指
摘
し
、
そ
れ
は
『
孟

子
』
の
王
道
政
治
論
の
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
さ
ら

に
、
親
房
が
、
元
応
三
年
二
月
の
改
元
の
儀
に
お
け
る
「
伎
議
定
文
」
の

中
の
「
定
詞
」
に
お
い
て
、
　
「
仁
義
正
道
」
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
か
ら

も
、
　
『
孟
子
』
の
影
響
が
う
か
が
え
る
と
述
べ
る
。
ま
た
、
我
妻
は
、

『
神
皇
正
統
記
』
に
見
ら
れ
る
藤
原
基
経
に
よ
る
陽
明
天
皇
の
廃
位
（
あ

る
い
は
易
位
、
位
を
易
え
る
こ
と
一
の
容
認
、
す
な
わ
ち
王
が
不
徳
で
あ

れ
ば
臣
下
に
よ
る
追
放
は
許
さ
れ
る
と
い
う
主
張
が
、
先
の
司
馬
光
の

『
孟
子
』
批
判
の
箇
所
で
挙
げ
た
、
　
『
孟
子
』
　
「
巻
十
萬
章
章
句
下
、

九
」
の
「
王
日
く
、
貴
戚
の
卿
を
請
問
う
。
日
く
、
君
大
過
あ
れ
ば
則
ち
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諌
め
、
之
を
反
覆
し
て
聴
か
ざ
れ
ば
則
と
位
を
易
う
。
」
を
踏
ま
え
た
も

の
で
あ
る
と
し
て
、
親
房
が
、
　
『
孟
子
』
か
ら
不
徳
の
王
を
追
放
し
て
も

よ
い
と
い
う
革
命
思
想
を
受
容
し
た
と
結
論
す
る
。

　
我
妻
建
治
は
、
親
房
へ
の
『
孟
子
』
の
影
響
と
し
て
、
不
徳
の
王
を
追

放
し
て
も
よ
い
と
い
う
革
命
論
の
一
側
面
ば
か
り
を
強
調
す
る
が
、
　
『
孟

子
』
の
革
命
論
は
、
王
位
の
世
襲
を
事
実
上
容
認
し
た
上
で
、
あ
ま
り
に

ひ
ど
い
不
徳
の
王
を
追
放
し
て
も
よ
い
と
い
う
主
張
で
あ
り
、
親
房
が
、

『
孟
子
』
の
革
命
論
が
本
来
持
つ
世
襲
の
容
認
の
側
面
を
重
視
し
た
点
を

見
過
ご
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
第
二
節
で
、
親
房
の
「
徳
」
に
基
づ
く
皇
位
継
承
論
が
、
変
質
し
た
こ

と
を
明
ら
か
に
し
た
。
親
房
は
、
あ
る
特
定
の
家
系
が
皇
位
を
独
占
す
る

こ
と
を
承
認
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
上
下
の
秩
序
を
重
ん
じ

る
。
元
来
最
高
の
有
徳
者
が
皇
位
を
継
承
す
べ
き
も
の
が
、
あ
ま
り
に
不

徳
な
天
皇
で
あ
れ
ば
追
放
し
て
も
よ
い
と
い
う
よ
う
に
変
化
し
、
最
初
に

有
徳
者
が
皇
位
に
つ
く
と
き
の
基
準
と
、
子
孫
が
位
を
「
私
」
と
し
た
以

後
そ
の
子
孫
が
位
を
追
わ
れ
る
か
否
か
の
基
準
は
、
異
な
る
も
の
と
さ
れ

て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
「
徳
」
の
基
準
の
二
重
構
造
が
、
元
来
『
孟
子
』
の
革
命

論
に
含
ま
れ
た
こ
と
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
問

題
は
、
革
命
論
の
世
襲
容
認
の
側
面
か
、
不
徳
の
王
の
追
放
の
側
面
か
、

ど
ち
ら
を
強
調
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
『
孟
子
』
は
、
不
徳
の
王

の
追
放
を
重
視
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
親
房
は
、
王
を
追
放
す
る
こ
と
を
容
認
す
る
『
孟
子
』
の
論

を
批
判
し
た
司
馬
光
の
名
分
論
や
、
司
馬
光
の
思
想
の
源
泉
に
あ
る
『
左

伝
』
の
名
分
論
を
同
時
に
受
け
容
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
　
『
孟
子
』
の
革

命
論
の
う
ち
、
王
位
の
世
襲
化
の
容
認
一
位
を
「
私
」
に
す
る
こ
と
の
容

認
一
を
も
重
視
し
て
い
る
と
言
え
る
。

　
以
下
、
親
房
が
、
　
『
左
伝
』
お
よ
び
『
資
治
通
鑑
』
の
名
分
論
を
い
か

に
継
承
発
展
さ
せ
た
の
か
を
検
討
し
、
そ
れ
が
『
孟
子
』
の
革
命
論
と
ど

の
よ
う
に
整
合
化
さ
れ
て
い
る
の
か
を
考
え
た
い
。

　
『
左
伝
』
は
、
革
命
論
を
説
き
な
が
ら
、
他
方
で
、
名
分
論
す
な
わ
ち

周
の
王
室
を
頂
点
と
し
た
秩
序
と
そ
の
表
現
で
あ
る
礼
を
説
く
。
親
房

は
、
　
『
神
皇
正
統
記
』
に
、
　
『
左
伝
』
を
踏
ま
え
て
次
の
よ
う
に
記
し
て

い
る
。

　
　
「
名
與
レ
器
ハ
人
ニ
カ
サ
ズ
。
」
ト
モ
云
、
　
「
天
ノ
エ
人
其
代
。
」

　
　
ト
モ
イ
ヒ
テ
、
君
ノ
ミ
ダ
リ
ニ
サ
ヅ
ク
ル
ヲ
謬
撃
ト
シ
、
臣
ノ
ミ
ダ

　
　
リ
ニ
ウ
ク
ル
ヲ
戸
禄
ト
ス
。
謬
撃
ト
［
「
禄
ト
ハ
国
家
ノ
ヤ
ブ
ル
・

　
　
階
、
王
業
ノ
久
カ
ラ
ザ
ル
基
ナ
リ
ト
ゾ
。
　
　
一
後
醍
醐
天
皇
の
条
）

　
「
名
與
レ
器
ハ
人
ニ
カ
サ
ズ
。
」
は
、
　
門
左
伝
』
成
公
二
年
に
由
来
す

る
。
成
公
二
年
の
記
事
の
概
要
は
次
の
も
の
で
あ
る
。
仲
叔
干
笑
が
衛
の

孫
桓
子
を
救
っ
た
の
で
、
後
に
衛
の
人
が
干
雲
を
賞
し
て
邑
一
土
地
）
を

与
え
よ
う
と
し
た
の
に
、
子
笑
は
、
こ
れ
（
実
質
的
な
利
益
が
で
る
報

償
一
を
辞
退
し
た
。
そ
こ
で
、
衛
の
人
は
、
曲
懸
（
正
堂
の
三
面
に
楽
器

を
懸
け
並
べ
る
こ
と
一
を
家
に
飾
り
、
繁
纏
一
馬
の
腹
お
よ
び
胸
が
い
に

特
殊
な
装
飾
を
す
る
こ
と
一
を
用
い
て
朝
廷
に
の
ぼ
る
こ
と
を
許
可
し

た
。
元
来
、
繁
纏
や
曲
懸
は
、
諸
侯
に
の
み
許
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
、
子
笑
は
、
実
質
的
に
実
入
り
の
あ
る
報
償
は
断
っ
て
、
ほ
ん

の
形
式
的
な
報
償
だ
け
を
受
取
り
、
そ
れ
は
一
見
謙
虚
な
こ
と
の
よ
う
に
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思
え
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
　
「
名
」
を
な
い
が
し
ろ
に
し
た
重
大
な
過
ち

な
の
で
あ
る
。
こ
の
記
事
は
、
さ
ら
に
孔
子
の
次
の
よ
う
な
コ
ン
メ
ト
を

載
せ
て
い
る
。

　
　
仲
尼
之
を
聞
き
て
日
く
、
惜
し
い
か
な
。
多
く
之
に
邑
を
与
ふ
る
に

　
　
如
か
ず
。
唯
だ
器
と
名
と
は
、
以
て
人
に
仮
す
可
か
ら
ず
。
君
の
司

　
　
る
所
な
り
。
名
は
以
て
信
を
出
だ
し
、
信
は
以
て
器
を
守
り
、
器
は

　
　
以
て
礼
を
蔵
め
、
礼
は
以
て
義
を
行
ひ
、
義
は
以
て
利
を
生
じ
、
利

　
　
は
以
て
民
を
平
ら
か
に
す
。
政
の
大
節
な
り
。
若
し
以
て
人
に
仮
さ

　
　
ば
、
人
に
政
を
与
ふ
る
な
り
。
政
亡
ぶ
れ
ば
則
ち
国
家
之
に
従
ふ
。

　
　
止
む
可
か
ら
ざ
る
の
み
、
と
。

　
　
伸
尼
聞
之
日
、
惜
也
。
不
如
多
與
之
邑
。
唯
器
與
名
、
不
可
以
假

　
　
人
。
君
之
所
司
也
。
名
以
出
信
、
信
以
守
器
、
器
以
蔵
礼
、
礼
以
行

　
　
義
、
義
以
生
利
、
利
以
平
民
。
政
之
大
節
也
。
若
以
偶
人
、
與
人
政

　
　
也
。
政
亡
則
国
家
従
之
。
弗
可
止
已
ω
。

残
念
で
あ
っ
た
。
報
償
と
し
て
邑
（
土
地
）
を
与
え
る
の
は
よ
い
が
、
器

と
名
だ
け
は
み
だ
り
に
貸
し
て
な
ら
ぬ
。
こ
れ
は
君
主
が
抑
え
て
お
く
。

そ
の
理
由
は
、
名
に
よ
っ
て
信
用
が
起
き
、
信
用
に
よ
っ
て
器
具
や
調
度

が
正
し
く
使
わ
れ
、
ま
た
器
一
器
具
や
調
度
）
に
よ
っ
て
礼
が
表
現
さ

れ
、
礼
に
よ
っ
て
道
義
が
行
わ
れ
、
道
義
に
よ
っ
て
お
の
ず
と
利
益
も
得

ら
れ
、
利
益
に
よ
っ
て
民
の
平
治
が
で
き
る
。
し
て
み
る
と
、
　
一
器
と

名
）
こ
れ
は
政
治
の
要
だ
。
も
し
う
っ
か
り
人
に
貸
そ
う
も
の
な
ら
政
権

を
与
え
た
こ
と
に
な
る
ぞ
。
政
権
を
失
え
ば
国
家
も
離
れ
る
。
こ
れ
は
何

と
も
し
よ
う
が
な
い
の
だ
。

　
親
房
は
、
こ
の
『
左
伝
』
成
公
二
年
の
記
事
を
踏
ま
え
て
「
名
與
レ
器

ハ
人
ニ
カ
サ
ズ
。
」
と
記
す
の
で
あ
る
。
右
に
挙
げ
た
孔
子
の
コ
メ
ン
ト

は
、
司
馬
光
の
『
資
治
通
鑑
』
巻
一
網
頭
の
名
分
論
に
も
引
用
さ
れ
て
い

る
。

音
、
伸
叔
子
笑
、
衛
に
功
あ
り
、
邑
を
辞
し
て
繁
綬
を
請
ふ
。
孔
千

以
為
へ
ら
く
多
く
之
に
邑
を
与
ふ
る
に
若
ず
。
惟
だ
名
と
器
と
は
、

以
て
人
に
仮
す
べ
か
ら
ず
。
君
の
司
る
所
な
り
。
政
亡
び
な
ば
則
ち

国
家
之
に
従
は
ん
、
と
。
衛
君
、
孔
子
を
待
つ
て
政
を
為
す
や
、
孔

子
、
先
づ
名
を
正
さ
ん
と
欲
し
、
以
為
へ
ら
く
、
名
正
し
か
ら
ざ
れ

ば
、
則
ち
民
、
手
足
を
措
く
所
無
し
、
と
。
そ
れ
繁
纏
は
小
物
な

り
。
而
る
に
孔
子
之
を
惜
む
。
名
を
正
し
う
す
る
は
細
務
な
り
。
而

る
に
孔
子
之
を
先
に
す
。
誠
に
名
器
既
に
乱
る
れ
ば
、
則
ち
上
下
以

て
相
保
つ
無
き
を
以
て
の
故
な
り
。
夫
れ
事
は
未
だ
微
に
生
じ
て
著

に
成
ら
ざ
る
は
有
ら
ず
。
聖
人
の
遠
き
を
慮
る
や
、
故
に
能
く
其
の

微
を
謹
み
て
之
を
治
む
。
衆
人
の
近
き
を
識
る
や
、
故
に
必
ず
其
の

著
を
待
ち
て
而
る
後
に
之
を
救
ふ
。
其
の
微
を
治
む
れ
ば
則
ち
力
を

用
ふ
る
こ
と
寡
く
し
て
而
も
功
多
く
、
其
の
著
を
救
へ
ば
則
ち
力
を

掲
し
て
而
も
及
ぶ
こ
と
能
は
ざ
る
な
り
。

昔
仲
叔
子
笑
有
功
於
衛
、
辞
邑
而
請
繁
纏
、
孔
子
以
為
不
如
多
與
之

邑
。
惟
名
與
器
、
不
可
以
偶
人
、
君
之
所
司
也
、
政
亡
則
国
家
従

之
。
衛
君
侍
孔
子
而
為
政
、
孔
子
欲
先
正
名
、
以
為
名
不
正
則
民
無

所
措
手
足
。
夫
繁
綴
、
小
物
也
、
而
孔
子
惜
之
。
正
名
、
細
務
也
、

而
孔
子
先
之
。
誠
以
名
器
既
乱
則
上
下
無
以
相
保
也
。
夫
事
未
有
不

生
於
微
成
於
著
、
聖
人
之
慮
遼
、
故
能
謹
其
微
而
治
之
、
衆
人
之
識

近
、
故
必
待
其
著
而
後
救
之
。
治
其
微
則
用
力
寡
而
功
多
、
救
其
著
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則
掲
力
而
不
能
及
也
。

こ
こ
か
ら
、
親
房
が
記
す
「
名
與
レ
器
ハ
人
ニ
カ
サ
ズ
。
」
と
い
う
句

は
、
　
『
左
伝
』
か
ら
直
接
で
は
な
く
、
　
『
資
治
通
鑑
』
に
依
拠
し
た
も
の

で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
親
房
が
こ
の
句
を
ど
ち
ら
に
よ
っ

た
に
せ
よ
、
　
『
左
伝
』
と
『
資
治
通
鑑
』
の
主
旨
は
同
様
の
も
の
で
あ

る
。　

『
左
伝
』
に
お
い
て
、
上
下
の
「
分
」
を
守
り
、
そ
の
「
分
」
を
表
現

す
る
方
法
と
し
て
「
礼
」
を
尊
重
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
究
極
に
は
周
王

朝
を
頂
点
に
す
る
秩
序
を
守
る
こ
と
で
あ
る
。
周
王
朝
を
頂
点
と
し
た
秩

序
を
保
持
す
べ
き
こ
と
、
周
の
「
礼
」
の
尊
重
は
、
　
『
左
伝
』
の
随
所
に

散
見
す
る
。

　
『
左
伝
』
の
周
の
「
礼
」
の
尊
重
の
姿
勢
は
、
親
房
に
影
響
を
与
え
て

い
る
。
　
『
職
原
抄
』
に
は
し
ば
し
ば
、
　
『
周
礼
』
を
踏
ま
え
た
記
述
を
見

出
す
こ
と
が
で
き
る
。
　
『
周
礼
』
を
挙
げ
る
こ
と
は
、
　
『
職
原
抄
』
の
先

行
の
有
職
故
実
書
で
あ
る
『
官
職
秘
抄
』
に
は
な
い
傾
向
で
あ
る
。
こ
の

傾
向
は
、
親
房
が
周
の
秩
序
と
礼
を
理
想
の
在
り
方
と
す
る
『
春
秋
』
の

名
分
論
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　
親
房
は
、
　
『
孟
子
』
　
（
あ
る
い
は
『
左
伝
』
一
の
革
命
論
を
受
け
容
れ

た
が
、
親
房
が
そ
の
理
論
で
重
視
し
た
も
の
は
、
皇
位
の
世
襲
化
の
容
認

で
は
な
か
つ
た
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
彼
は
、
　
『
左
伝
』
や
『
資
治
通
鑑
』

の
名
分
論
を
学
ん
だ
が
、
名
分
論
は
、
本
来
、
君
主
と
臣
下
が
そ
の
分
を

徹
底
的
に
守
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
杜
会
秩
序
の
安
定
化
を
重
視
す

る
も
の
で
あ
り
、
王
位
継
承
の
あ
り
方
や
任
官
の
基
準
を
論
じ
る
も
の
で

は
な
い
。
そ
こ
で
親
房
は
、
　
『
孟
子
』
の
革
命
論
の
世
襲
容
認
論
と
、
司

馬
光
の
名
分
論
の
君
臣
の
分
を
守
る
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
秩
序
を
保
持
す

る
と
い
う
思
想
の
両
者
を
結
び
つ
け
、
皇
位
や
官
職
が
世
襲
さ
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
形
戒
さ
れ
る
上
下
の
秩
序
を
重
ん
じ
る
こ
と
を
主
張
す
る
政
治

思
想
一
第
一
節
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
な
一
を
展
開
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

親
房
は
『
孟
子
』
で
は
退
け
ら
れ
て
い
た
官
の
世
襲
ま
で
も
認
め
る
の
で

あ
る
。

　
た
だ
し
、
親
房
は
『
孟
子
』
の
革
命
論
の
も
う
一
方
の
側
面
を
も
正
確

に
受
け
容
れ
、
不
徳
の
王
を
追
放
を
容
認
し
て
い
る
。
ま
た
、
司
馬
光
の

名
分
論
は
、
基
本
的
に
、
統
治
者
に
は
「
徳
」
を
必
要
と
す
る
儒
学
の
伝

統
的
な
政
治
思
想
の
範
醇
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
両
者
を
受
け
容

れ
て
い
る
以
上
、
親
房
は
、
常
に
、
天
皇
に
「
徳
」
や
「
賢
」
が
備
っ
て

い
る
こ
と
を
厳
し
く
要
求
し
、
世
襲
に
よ
っ
て
皇
位
を
継
承
し
た
天
皇
で

も
、
学
問
に
よ
っ
て
、
君
主
と
し
て
必
要
な
道
徳
的
政
治
的
能
力
を
後
天

的
に
獲
得
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

結
語

　
『
孟
子
』
の
革
命
論
は
、
王
位
継
承
に
二
つ
の
基
準
を
設
け
る
。
王
の

子
で
な
い
人
物
が
王
位
を
継
承
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
人
物
は
最
高
の

「
賢
」
者
で
あ
り
、
さ
ら
に
前
の
王
の
承
認
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ

の
よ
う
な
極
め
て
厳
し
い
条
件
と
は
対
照
的
に
、
前
の
王
の
子
が
王
位
を

継
承
す
る
場
合
に
は
、
桀
王
や
紺
王
の
よ
う
な
並
み
外
れ
た
不
徳
者
で
な

い
限
り
、
王
位
を
継
承
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
位
か
ら
追
放
さ
れ
る
こ

と
も
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
　
『
孟
子
』
の
王
位
継
承
論
が
、
王
の
「
徳
」
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や
「
賢
」
を
問
題
に
す
る
と
言
っ
て
も
、
王
の
子
で
あ
る
場
合
と
他
人
で

あ
る
場
合
と
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
基
準
を
適
用
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
　
『
孟
子
』
は
、
基
本
的
に
王
位
の
世
襲
を
認
め
る
も
の
で
あ
り
、
前

の
王
と
血
縁
関
係
の
な
い
賢
者
を
王
に
迎
え
る
こ
と
は
例
外
的
な
措
置
と

考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
『
孟
子
』
は
、
不
徳
な
王
の
圧
政
に
対

し
て
厳
し
い
批
判
の
目
を
向
け
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
直
ち
に
王
は
追

放
さ
れ
る
べ
き
だ
と
強
く
主
張
す
る
。
ま
た
、
臣
下
の
場
合
に
は
、
官
を

世
襲
に
し
て
は
な
ら
な
い
と
し
、
広
く
「
賢
」
　
「
才
」
の
あ
る
者
の
中
か

ら
適
任
者
を
選
ぶ
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

　
司
馬
光
は
、
君
主
と
臣
下
が
そ
れ
ぞ
れ
の
分
を
徹
底
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
社
会
秩
序
の
安
定
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
を
重
視
し
、
不
徳
の
王
を

臣
下
が
追
放
す
る
こ
と
を
容
認
す
る
『
孟
子
』
の
見
解
を
批
判
す
る
。
し

か
し
、
司
馬
光
の
名
分
論
の
主
眼
と
す
る
所
は
、
上
下
の
身
分
が
固
定
し

て
世
襲
化
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
君
臣
の
分
に
応
じ
た
政
治
的
道
徳
的
能

力
や
修
養
を
厳
し
く
要
求
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
果
た
せ
な
け
れ

ば
、
天
に
よ
っ
て
統
治
者
と
認
め
ら
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
司
馬

光
の
名
分
論
は
、
基
本
的
に
、
統
治
者
に
は
そ
れ
に
相
応
し
い
「
徳
」
を

要
求
す
る
と
い
う
儒
学
の
伝
統
的
な
政
治
思
想
の
範
礒
に
属
す
る
も
の
で

あ
る
。
名
分
論
は
、
王
と
臣
の
そ
れ
そ
れ
の
分
の
応
じ
た
振
る
舞
い
方
を

論
じ
た
も
の
で
あ
り
、
王
位
継
承
を
問
題
と
し
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
の

点
で
、
そ
れ
は
、
本
質
的
に
『
孟
子
』
の
革
命
論
と
は
議
論
の
対
象
を
異

に
す
る
。

　
親
房
は
、
一
方
で
、
　
「
徳
」
　
「
賢
」
　
「
孝
」
　
「
才
」
と
い
う
基
準
よ
っ

て
、
皇
位
継
承
や
臣
下
の
任
官
を
行
い
、
不
徳
の
天
皇
は
追
放
さ
れ
る
べ

き
だ
と
主
張
す
る
。
他
方
で
、
親
房
は
、
天
皇
家
が
皇
位
を
「
私
」
に
す

る
こ
と
を
認
め
、
最
高
の
有
徳
者
を
選
ん
で
位
に
就
け
る
べ
き
だ
と
い
う

本
来
の
皇
位
継
承
の
あ
り
方
を
変
容
さ
せ
て
、
天
皇
の
子
供
（
と
く
に
直

系
の
子
孫
）
な
ら
ば
最
低
限
の
「
徳
」
さ
え
あ
れ
ば
位
に
留
れ
る
と
主
張

し
、
さ
ら
に
臣
下
に
つ
一
い
て
も
、
家
柄
重
視
の
任
官
を
積
極
的
に
支
持
す

る
。
こ
の
よ
う
な
親
房
の
思
想
は
、
　
『
孟
子
』
の
革
命
論
に
お
け
る
王
位

継
承
論
の
二
つ
の
側
面
を
そ
れ
ぞ
れ
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

　
親
房
は
、
ま
た
、
司
馬
光
の
名
分
論
に
の
っ
と
り
君
臣
上
下
が
そ
の
分

を
厳
し
く
守
る
べ
き
こ
と
を
主
張
し
、
そ
の
上
下
の
秩
序
を
乱
す
行
為
を

「
私
」
と
し
て
非
難
す
る
。
上
下
の
分
を
乱
す
と
は
、
下
の
人
問
が
分
を

逸
脱
す
る
場
合
を
言
う
だ
け
で
な
く
、
天
皇
が
上
位
の
者
と
し
て
当
然
な

す
べ
き
務
め
を
果
た
さ
な
い
場
合
も
含
む
。
そ
の
よ
う
な
人
問
は
、
例
え

天
皇
で
あ
っ
て
も
天
に
よ
っ
て
制
裁
を
受
け
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
司
馬
光
の
名
分
論
は
も
と
も
と
世
襲
を
論
じ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か

し
、
　
『
孟
子
』
の
革
命
論
に
世
襲
を
容
認
す
る
発
言
が
見
ら
れ
る
こ
と
か

ら
、
親
房
は
、
名
分
論
と
革
命
論
を
結
び
つ
け
、
皇
位
も
官
位
も
そ
の
位

に
相
応
し
い
血
統
や
家
柄
の
出
身
者
に
占
め
ら
れ
る
べ
き
だ
と
主
張
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
上
下
の
秩
序
を
重
視
す
る
。
親
房
は
、
そ
し

て
、
平
安
時
代
中
期
に
確
立
し
た
、
家
柄
に
よ
る
極
官
・
先
途
・
官
職
相

当
の
決
定
と
い
う
秩
序
を
重
ん
じ
、
そ
の
秩
序
の
具
体
的
な
運
用
を
明
ら

か
に
す
る
目
的
で
『
職
原
抄
』
を
執
筆
し
た
。

　
た
だ
し
親
房
は
、
不
徳
の
王
を
追
放
し
て
も
よ
い
と
い
う
革
命
論
の
主

張
も
受
け
容
れ
て
い
る
。
司
馬
光
の
名
分
論
は
、
統
治
者
に
「
徳
」
を
要

求
す
る
儒
学
の
伝
統
的
な
政
治
思
想
で
も
あ
る
。
親
房
が
、
革
命
論
と
名

38



分
論
の
そ
の
よ
う
な
側
面
を
重
視
し
て
い
る
以
上
、
彼
の
政
治
思
想
は
、

常
に
天
皇
や
臣
下
に
「
徳
」
や
「
賢
」
が
備
わ
る
こ
と
を
厳
し
く
要
求
す

る
こ
と
に
な
る
。
世
襲
に
よ
っ
て
皇
位
を
継
承
し
た
天
皇
も
、
学
習
に

よ
っ
て
君
主
と
し
て
必
要
な
道
徳
的
、
政
治
的
能
力
を
獲
得
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
う
考
え
る
が
ゆ
え
に
、
親
房
は
、
天
皇
の
学
問
論
を
展
開

し
た
の
で
あ
る
。
世
襲
に
よ
っ
て
皇
位
や
官
位
に
就
い
た
者
た
ち
が
そ
の

地
位
一
分
）
を
全
う
す
る
だ
け
の
能
力
を
欠
い
た
場
合
に
は
、
位
か
ら
の

追
放
を
認
め
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
注

（
1
一
『
日
本
の
神
道
』
　
（
『
津
田
左
右
吉
全
集
』
第
九
巻
、
岩
波
書
店
、

　
　
一
九
六
四
年
一
四
〇
一
頁
。

（
2
）
『
中
国
思
想
史
』
　
一
『
武
内
義
雄
全
集
』
第
八
巻
、
思
想
史
篇
一
、

　
　
角
川
書
店
、
一
九
七
八
年
一
一
八
一
頁
。

（
3
一
『
神
皇
正
統
記
』
は
、
　
『
神
皇
正
統
記
増
鏡
』
　
（
岩
佐
正
校
注
、
日

　
　
本
古
典
文
学
大
系
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
年
一
に
よ
る
。
　
『
職
原

　
　
抄
』
は
、
　
『
職
原
抄
の
基
礎
的
研
究
並
び
に
校
本
』
　
（
白
山
芳
太
郎

　
　
著
、
神
道
史
研
究
叢
書
、
臨
川
書
店
、
一
九
八
○
年
一
に
よ
る
。

一
4
一
こ
れ
は
、
日
本
古
典
文
学
大
系
『
神
皇
正
統
記
増
鏡
』
の
頭
注
の
指

　
　
摘
に
よ
れ
ば
、
　
『
大
宝
律
令
』
の
「
選
叙
令
」
　
「
考
課
令
」
の
次
の

　
　
記
述
を
踏
ま
え
て
い
る
。

　
　
凡
応
レ
選
者
。
皆
審
二
状
迩
一
。
鐙
擬
之
日
。
先
尽
二
徳
行
一
。
徳

　
行
同
。
取
二
才
用
高
者
一
。
才
用
同
。
取
二
労
効
多
者
一
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
選
叙
令
）

　
　
徳
義
有
レ
聞
者
。
為
二
一
善
一
。
清
慎
顕
著
者
。
為
二
一
善
一
。
公

　
　
平
可
レ
桝
者
。
為
二
一
善
一
。
格
勤
匪
レ
解
者
・
為
二
一
善
一
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
考
課
令
一

　
　
「
選
叙
令
」
　
「
考
課
令
」
は
、
　
『
律
令
』
日
本
思
想
大
系
3
（
井
上

　
　
光
貞
・
関
晃
・
土
田
直
鎮
・
青
木
和
夫
校
注
、
岩
波
書
店
、
一
九
七

　
　
六
年
）
に
よ
る
。

（
5
一
　
「
才
」
は
官
吏
に
必
要
な
学
問
の
こ
と
。
学
問
の
具
体
的
内
容
と

　
　
し
て
、
　
「
学
令
」
の
中
に
「
凡
経
。
周
易
。
尚
書
。
周
礼
。
儀
礼
。

　
　
礼
記
。
毛
詩
。
春
秋
左
氏
伝
。
各
為
二
一
経
一
。
孝
経
。
論
語
。
学

　
　
者
兼
習
之
。
」
と
あ
り
、
親
房
は
儒
学
的
な
教
養
を
念
頭
に
置
い
て

　
　
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

一
6
一
我
妻
建
治
『
神
皇
正
統
記
論
考
』
　
一
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
一

　
　
年
一
二
四
七
頁
。

（
7
一
井
上
順
理
は
『
本
邦
中
世
ま
で
に
お
け
る
孟
子
受
容
史
の
研
究
』

　
　
一
風
問
書
房
、
一
九
七
二
年
一
の
中
で
、
南
北
朝
時
代
の
朝
廷
で
、

　
　
花
園
院
・
玄
恵
そ
し
て
親
房
な
ど
が
す
で
に
『
集
注
』
に
よ
っ
て

　
　
『
孟
子
』
を
読
ん
で
い
た
と
し
て
い
る
。
井
上
は
、
親
房
の
『
神
皇

　
　
正
統
記
』
以
外
の
著
作
に
も
、
例
え
ば
『
二
十
一
杜
記
』
に
「
又
万

　
物
在
我
、
反
於
身
誠
ア
ラ
バ
、
楽
莫
大
於
此
ト
モ
云
。
」
　
「
故
二
儒

　
　
ニ
ハ
養
心
莫
善
於
寡
欲
ト
云
。
」
と
二
箇
所
に
わ
た
り
、
　
『
孟
子
』

　
　
の
明
ら
か
な
引
用
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

一
8
）
『
孟
子
』
は
、
　
『
孟
子
十
四
巻
』
　
（
四
部
叢
刊
初
編
経
部
、
上
海
商
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（
9
）

（
m
一

（
1
1
一

務
印
書
館
〈
筆
者
が
参
照
し
た
の
は
、
王
雲
五
編
、
台
湾
商
務
印
書

館
　
有
限
公
司
版
、
一
九
七
五
年
、
第
一
〇
冊
『
孟
子
爾
雅
』
〉
）

に
粉
る
。
解
釈
は
、
　
『
孟
子
』
上
・
下
（
岩
波
文
庫
、
小
林
勝
人
訳

注
、
上
巻
は
一
九
六
八
年
、
下
巻
は
一
九
七
二
年
に
刊
行
一
を
参
照

し
た
。『

資
治
通
鑑
』
は
、
北
京
・
中
華
書
局
出
版
（
一
九
五
六
年
一
、
元

の
胡
三
省
音
注
の
全
二
十
冊
本
に
よ
っ
た
。
ま
た
、
書
き
下
し
文

は
、
　
『
続
国
訳
漢
文
大
成
』
　
一
経
子
史
部
第
一
巻
か
ら
第
十
八
巻

〈
十
七
・
十
八
巻
は
目
録
〉
所
収
、
加
藤
繁
・
公
田
連
太
郎
訳
注
、

国
民
文
庫
刊
行
会
、
一
九
二
八
年
㌔
一
九
三
〇
年
一
に
よ
っ
た
。
さ

ら
に
解
釈
は
、
　
『
資
治
通
鑑
選
』
中
国
古
典
文
学
大
系
第
十
四
巻

（
頼
惟
勤
・
石
川
忠
久
編
、
平
凡
社
、
一
九
七
〇
年
）
を
参
照
し

た
。

『
伝
家
集
』
　
（
全
八
十
巻
一
は
、
　
『
義
定
四
庫
全
書
』
　
（
『
印
景
文

淵
閤
四
庫
全
書
』
集
部
三
三
、
別
集
類
〈
第
一
〇
九
四
冊
〉
）
に
よ

る
。

『
春
秋
左
氏
伝
』
は
、
　
『
春
秋
経
伝
集
解
』
　
（
四
部
叢
刊
初
編
経

部
、
上
海
商
務
印
書
館
く
筆
者
が
参
照
し
た
の
は
、
王
雲
五
編
、
台

湾
商
務
印
書
館
　
有
限
公
司
版
、
一
九
七
五
年
、
第
六
・
七
冊
『
春

秋
経
伝
集
解
』
扮
一
に
よ
る
。
解
釈
は
、
　
『
漢
籍
国
字
解
全
書
先
哲

遺
書
』
春
秋
左
氏
伝
上
・
中
・
下
、
巻
十
二
丁
十
五
（
加
藤
正
庵

注
、
一
九
一
〇
－
一
一
年
、
早
稲
田
大
学
出
版
部
）
、
　
『
春
秋
左
氏

伝
』
一
－
四
新
釈
漢
文
大
系
3
0
－
3
3
（
鎌
田
正
校
注
、
明
治
書
院
、

一
九
七
一
－
一
九
八
一
年
）
を
参
照
し
た
。

（
し
も
か
わ
・
り
ょ
う
こ
　
筑
波
大
学
大
学
院
哲
学
・
思
想
研
究
科
在
学
中
）
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